
 
 

在宅歯科医療を促進   上毛新聞 2011 年 1 月 26 日（水） 

 歯科医療機関での受診が困難な要介護者や身体障害者の医療環境を整えようと、富岡甘楽歯科医師会（峯岸

博行会長）は「在宅歯科医療連携室」を開設した。訪問診療に関する相談を受け付けるほか、歯科医師とその

他の分野の医師や介護福祉士とのパイプ役となり、患者の医療情報の共有化にも取り組む。 
 連携室の設置は厚生労働省が本年度創設した「在宅歯科医療連携室事業」の一環で、県内での設置は初めて。

患者の病状把握に加え、医師や介護福祉士との連携を通じて訪問診療の負担を軽減し、在宅歯科医療を促進す

るのが目的。県の委託事業として取り組む。 
 富岡甘楽歯科医師会は在宅療養者の訪問診療を事業化しており、県内の他の歯科医師会に比べて在宅歯科医

療のノウハウが充実していたため、連携室の設置が決まった。 
 連携室は甘楽富岡地域を管内として①在宅歯科医療に関する相談の受け付け②訪問診療を実施する歯科医

療機関の紹介③歯科医師への在宅歯科医療機器の貸し出し④医療、介護分野との情報交換－などに取り組む。

相談窓口は富岡市の同歯科医師会事務局に置く。 
 歯科医療環境の充実に向け、県は県内に在宅歯科医療の相談窓口を増やしていく方針。県保健予防課は「今

回の連携室をモデルにどういった方向性が良いかを考えたい」としている。 
 峯岸会長は「在宅歯科医療の存在を知らない在宅療養者もいる。事業を軌道に乗せて、活動を県内に広めて

いきたい」と話している。 

 


